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平成３０年第２回長与町議会定例会 
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◎  会 期  ６月５日（火） ～ ６月１４日（木） １０日間 

月 日 曜 時 間 区 分 備       考 

６ 

５ 火 

９：３０ 本会議 
議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

   （全員協議会） 

６ 水 ９：３０ 本会議 
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８ 金 ９：３０ 本会議 
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（午前）安部議員 
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１１ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１２ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１３ 水 ９：３０ 委員会 
付託案件審査予備日 

委員長報告取りまとめ 

１４ 木 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 

 

 



 

◎一般質問通告一覧 

 

６ 
 
 
 

日 

午 
 

前 

吉 岡  清 彦   議 員 

① 教育行政ついて 

② 行政財源の確保について 

山 口  憲一郎   議 員 

① 町民参加のまちづくりについて 

午 
 

後 

金 子   恵    議 員 

① 高田南土地区画整理事業の今後について 

② 地域活動と協働の在り方について 

分 部  和 弘   議 員 

① 町の社会保障施策の充実と強化について 

② 高田南土地区画整理事業について 

堤    理 志   議 員 

① 生活安全の問題について 

② 生活環境の課題について 

７ 
 
 
 

日 

午 
 

前 

饗 庭  敦 子   議 員 

① 情報弱者、情報難民について 

② 窓口サービスについて 

浦 川  圭 一   議 員 

① 本町における適切な都市計画の見直しについて 

② 過去の一般質問の答弁にかかる現状の取組について 

③ 第３次男女共同参画計画で示している計画について 

午 
 

後 

西 岡  克 之   議 員 

① 本町の公園の維持、管理について 

② 施設の利用料、使用料について 

竹 中  悟     議 員 

① 「高田南土地区画整理事業の早期完成を」について 

② 地元業者育成及び地産地消について 

河 野  龍 二   議 員 

① 公共施設町民有料化について 

② 町内交通状況の対策について 

８ 

日 

午 

前 

安 部   都    議 員 

① 防災対策の情報発信と避難体制の取り組みについて 

② 男女共同参画社会に関わる人権尊重について 

 



○議長（内村博法議員） 

皆さんおはようございます。ただいまから平成３０年第２回長与町議会定例会を開会

いたします。これから本日の会議を開催いたします。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、１番浦川圭一議員、２番中村美穂議員を指名いたします。 

次に日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は本日から６月１４日までの１０日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月１４日までの１０日間に決定いたしました。 

次に日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配付したとお

りであります。これで議長報告を終わります。 

次に請願陳情文書表について申し上げます。請願、陳情につきましてはありません。 

次に日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。初夏のこの柔らかな日差しが若葉に降り注ぐ頃となりま

して、議員各位におかれましては益々御清栄のことと存じます。さて平成３０年第２回

長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位には大変御多用の中に御出席

いただき厚く御礼を申し上げるところでございます。本日から開会をしていただくわけ

でございますが、本議会におきましても重要な案件をお願いいたしておりますので、ど

うぞ御審議をいただき御決定いただきますようお願いを申し上げるところでございます。 

それでは３月から５月にかけましての行政報告をさせていただきます。お手元に資料

を配付させていただいておりますので、主要な部分だけ御報告をさせていただきたいと

思います。初めに３月１８日に今年で５回目となる交流人口の増加と長与町のＰＲ、地

域の活性化を目的といたしました長与シーサイドマルシェを開催いたしました。天候に

も恵まれまして移動動物園の開設やヘルシーウォーキング大会の同日開催などによりま

しておおよそ５,０００人を集客することができ、盛会裏に終了することができました。

御協力をいただきました関係各位に心から感謝を申し上げる次第でございます。２６日

には西彼杵医師会様と災害時等における緊急対応等に関する協定を締結いたしました。

災害が起きやすい時期に入っておりますけれども、全国各地で発生する集中豪雨による

風水害や地震といった自然災害による被害も大規模化してきております。中でも自力避

難が困難で支援を必要とする方々の支援体制づくりも緊急の課題でございます。今回、

災害発生時の在宅療養者に対する緊急対応につきまして協定を締結できましたことは、



災害に強いまちづくりを目指す長与町にとって大変心強く思う次第でございます。２９

日には長与町町制施行５０周年記念事業実行委員会を開催しております。本町は昭和４

４年１月１日に町制を施行し、平成３１年１月１日に５０周年を迎えることになります。

５０年という節目の年を記憶に残る１年とするために記念事業などの協議検討を行うも

のでございます。また、広報ながよなどで周知していますが、現在、町制施行５０周年

記念のシンボルとして広く活用するロゴマーク及びキャッチフレーズを募集しておりま

す。今後とも５０周年へ向けての機運を高めていきたいと存じております。４月に入り

まして１２日に自治会長会、保健環境連合会の総会が開催され、新しく１５名の方が自

治会長に就任をされております。１９日には株式会社セブンイレブンジャパン様と高齢

者見守りネットワーク事業に関する協定を締結しております。これは本町におきまして

もひとり暮らし高齢者など見守りを必要とする高齢者が増えていく中、このような方々

が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう行政、関係機関、団体、民間事業者、

住民が連携し、地域全体で日常的に見守る多重的な見守りネットワークを構築するため

のものでございます。２４日には高田南土地区画整理事業の整備促進、これにつきまし

て国土交通省へ要望を行ってまいりました。５月に入りまして１０日には長与町自主防

災組織連絡協議会総会を開催しております。自主防災組織では自分達の地域は自分達で

守ることを基本に自主防災組織相互の活性化、町民の防災意識の高揚と地域の連携強化

に努めていただくなど、災害に強いまちづくりに御尽力をいただいております。昨年度

は北陽台地区に自主防災組織を結成していただき、長与町の自主防災組織は４４組織と

なりました。これは県内でもトップクラスの組織率になっております。また、この行政

報告には記載しておりませんが４月、５月と各種団体の総会が多く開催されておりまし

て、日程の調整がつく限り出席をさせていただいているところでございます。その他に

お手元に配付のとおり多くの会議、事業等があっております。次に載せております５,

０００万未満の入札結果と併せまして御参照いただければと存じます。以上が３月から

５月にかけての行政報告でございます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

以上で行政報告を終わります。 

次にお手元に配付されました資料について、正誤表の説明の申し出がありますので許

可いたします。 

総務課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

おはようございます。議員の皆様にお配りしております報告資料に誤りがございまし

たので、お手元に報告書の訂正についてという表題の正誤表をお配りしております。 

誤りの箇所は、報告６西彼中央土地開発公社の経営状況に関する書類の報告について

に関連する資料の平成２９年度決算諸表及び附属明細書の５ページ、財産目録中の１か

所で、正誤表に記載のとおりでございます。皆様にはお手数でございますが、訂正をお



願いするとともにお詫びを申し上げます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第５、報告１長与町国民保護計画の一部変更についての発言を許可いたしま

す。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告１につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

山本総務部長。 

○総務部長（山本昭彦君） 

皆様おはようございます。私からは報告１長与町国民保護計画の一部変更につきまし

て御報告をいたします。平成１９年３月に作成いたしました長与町国民保護計画につき

まして、平成２９年度中に一部変更を行いましたので、武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律第３５条第８項の規定により準用する同条第６項の規定

に基づき報告するものでございます。今回の変更は気象データの年次データの更新、国

の所管省庁名の変更、長与町組織規則の改正に伴う課名の変更、用語の修正となってお

ります。変更箇所につきましては新旧対照表に朱文字で記載しておりますので御参照下

さい。以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第６、報告２平成２９年度長与町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いての発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、報告２につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

久保平企画財政部長。 

○企画財政部長（久保平敏弘君） 

皆様おはようございます。それでは御報告申し上げます。報告２平成２９年度長与町

一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告をいたします。先の３月定例会で議決をいただきました補正予算（第６

号）の繰越明許費３件、合計４億５１９万６,０００円に対しまして、翌年度繰越額は

道路橋りょう維持事業以下３件、合計３億５,１２８万５,０００円でございます。 

翌年度繰越額の財源内訳は未収入の特定財源として、国庫支出金３,３８０万３,００

０円、地方債１億９,８５０万円、一般財源１億１,８９８万２,０００円となっており

ます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 



次に日程第７、報告３平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会

計繰越明許費繰越計算書の報告についての発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

ただいま御案内ありました報告３につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

緒方建設産業部長。 

○建設産業部長（緒方哲君） 

おはようございます。報告３平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業

特別会計繰越明許費繰越計算書につきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告いたします。平成２９年度の繰越明許費は１款土木費１項都市計画費の高

田南土地区画整理事業、限度額４億６,１２２万２,０００円に対し、翌年度繰越額４億

１,９１６万円とするものでございます。財源内訳につきましては国県支出金１億４,６

５８万７,０００円、その他２億７,２５７万３,０００円でございます。繰越の主な内

訳としては工事３件となっております。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第８、報告４平成２９年度長与町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

ての発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、報告４につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

おはようございます。報告４平成２９年度長与町水道事業会計予算繰越計算書の報告

につきまして地方公営企業法第２６条第３項の規定により御報告いたします。地方公営

企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額は、第１款資本的支出第１項建

設改良費事業名高田地区（高田南）配水管布設工事で予算計上額２２６万８,０００円、

翌年度繰越額２２６万８,０００円でございます。財源内訳として損益勘定留保資金２

２６万８,０００円でございます。繰越の理由は高田南土地区画整理事業の工事遅延に

より本工事の年度内完了が困難となったためでございます。以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第９、報告５平成２９年度長与町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いての発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 



それでは、報告５につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

濱水道局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

報告５平成２９年度長与町下水道事業会計予算繰越計算書の報告につきまして地方公

営企業法第２６条第３項の規定により御報告いたします。地方公営企業法第２６条第１

項の規定による建設改良費の繰越額は第１款資本的支出第１項建設改良費事業名下水道

事業のうち工事請負費、予算計上額１９４万４,０００円、翌年度繰越額１９４万４,０

００円でございます。財源内訳として損益勘定留保資金１９４万４,０００円でござい

ます。繰越理由は高田南土地区画整理事業の工事遅延により汚水管布設工事の年度内完

了が困難となったためでございます。以上で御報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第１０、報告６西彼中央土地開発公社の経営状況に関する書類の報告につい

ての発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、報告６につきましても所管より報告させていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

鈴木副町長。 

○副町長（鈴木典秀君） 

おはようございます。それでは御報告をさせていただきます。報告６西彼中央土地開

発公社の経営状況に関する書類につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

により提出し報告いたします。書類の内容は平成３０年度予算及び平成２９年度決算と

なっております。まず、平成３０年度予算について概要を説明いたします。１ページを

お開きください。第２条では収益的収入及び支出の予定額として収益的収入の合計を２

０９万４,０００円、収益的支出の合計を２２６万６,０００円と定めております。２ペ

ージをお開きください。第３条では資本的収入及び支出の予定額として、資本的収入の

合計を１５８万３,０００円、資本的支出の合計を３１７万４,０００円とし、資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額１５９万１,０００円は当年度分損益勘定留保

資金で補填するものと定めております。第４条では短期借入金の限度額、第５条では予

算の弾力運用について定めております。予算に関する説明書につきましては御参照いた

だきたいと思います。 

続きまして、平成２９年度決算につきまして概要を説明いたします。決算諸表の１ペ

ージをお開きください。平成２９年度における公社の事業活動の結果、年度末における

事業用資産は面積１万３,２１９.０１平方メートル、金額１０億６,４８４万６,０７８

円となっております。また１１万１,３５６円の利益が生じましたので準備積立金の合



計は２４５万７,９７２円となっております。２ページには主な処理事項、３ページに

は理事会及び監事会開催状況と役職員に関する事項を記載しております。４ページの貸

借対照表では、資産合計と負債資本合計がそれぞれ１０億７,２３３万４,２３８円で、

資産合計から負債合計を差し引いた資本合計は７４５万７,９７２円となっております。

５ページの財産目録には資産及び負債の内訳を記載しております。６ページの損益計算

書では収益から費用を差し引いた当期純利益が１１万１,３５６円となっております。

７ページのキャッシュフロー計算書では事業活動、投資活動、財務活動に係る現金の流

れにより、今期の現金及び現金同等物増加額が１４万１,５４４円で、期末残高では２

４５万８,１６０円となっております。次に、添付している附属明細書の中で長与町に

係る土地の変動について説明いたします。２ページ、３ページの事業用資産明細表でご

ざいます。長与町分の当期増加高では支払利息３件の合計１４１万９４４円が増加して

おります。当期減少高の内訳として、高田南土地区画整理事業用地で面積１６５.９３

平方メートル及び都市計画道路西高田線街路事業用地で面積８５６平方メートルの町の

買い戻しに係る用地費、支払利息の減少と土地の貸付に係る使用料等の充当分による減

少があり、長与町合計で７,４４３万２６０円の減少となっております。したがいまし

て長与町分の期末残高の合計は、面積が１万２,７４１.５７平方メートル、用地費と支

払利息合わせて１０億２,６１４万６,０６７円となっております。 

以上で書類の説明と報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第１１、報告７和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について

の発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、続きまして報告７につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

松邨部長。 

○住民福祉部長（松邨清茂君） 

皆さんおはようございます。報告７和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分につ

きまして御報告いたします。本報告は本町高田郷で発生した物損事故に係るもので、和

解及び損害賠償の額を定めることについて地方自治法第１８０条第１項の規定により平

成３０年４月１０日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告するも

のでございます。なお、和解及び損害賠償の相手方につきましては損害を与えている点

を考慮し、氏名等を黒塗りとしております。事故の概要ですが、平成３０年３月１６日

午前１０時１０分頃高田郷内で発生したもので、現場付近の廃棄物を収集するために道

路に停車し車を降りたところ、サイドブレーキの利きが甘く車の自重で進み、駐車して

あった相手方の車両の右前方フロントバンパーに接触し破損させたものでございます。



その後、相手方と示談交渉を進めた結果、和解することで合意を得ております。和解の

内容については町の過失割合を１０割とし損害を賠償するものであり、今後本件事故に

関し双方とも一切異議、請求の申し立てを行わないことを確認するものでございます。 

この和解による損害賠償の額は損害額の１０割相当額の９万８８０円でございます。

なお、事故後直ちに当事者及び関連業務従事者への注意喚起、車両点検を行いまして再

発防止に努めてまいります。以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第１２、報告８和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について

の発言を許可いたします。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、報告８につきましては所管より報告をさせていただきます。 

○議長（内村博法議員） 

緒方建設産業部長。 

○建設産業部長（緒方哲君） 

報告８和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分につきまして報告いたします。本報

告は町道内で発生した物損事故に係るもので、和解及び損害賠償の額を定めることにつ

いて地方自治法第１８０条第１項の規定により、平成３０年５月７日に専決処分を行い

ましたので同条第２項の規定により報告するものでございます。なお、和解及び損害賠

償の相手方につきましては、損害を与えている点を考慮し氏名等を黒塗りしております。

事故の概要ですが、平成３０年４月２１日午前７時３０分頃、平木場郷４９７番地４付

近で発生したもので、山田橋付近の横断側溝を通過した際、グレーチング蓋が跳ね上が

り後輪側面付近を破損させたものでございます。その後、相手方と示談交渉を進めた結

果、和解することで合意を得ております。和解の内容につきましては町の過失割合を１

０割とし、損害を賠償するものであり、今後本件事故に関し双方とも一切異議、請求の

申し立て行わないことを確認するものでございます。この和解による損害賠償の額は損

害額の１０割相当額の２万７,０００円でございます。なお、事故箇所につきましては

既に側溝修繕工事は完了しております。今後も引き続き事故防止に努めてまいります。 

以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第１３、議案第３７号長与町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承

認を求めることについて。日程第１４、議案第３８号長与町都市計画税条例の一部を改

正する条例の専決処分の承認を求めることについて。日程第１５、議案第３９号長与町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてを一

括議題といたします。 

ただいま一括議題としてます議案について提案理由の説明を求めます。 



吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案とありました議案第３７号から第３９号につきまして提

案理由の御説明を申し上げます。 

はじめに、議案第３７号長与町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることにつきまして並びに議案第３８号長与町都市計画税条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることにつきまして、御説明を申し上げます。平成３０年の地

方税法等の一部を改正する法律が平成３０年３月３１日に公布をされまして４月１日に

施行されたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規定によりまして平成３０年３

月３１日に専決処分させていただきましたので、その承認を求めるものでございます。 

まず、議案第３７号でございます。今回の税制改正の主な内容といたしましては個人

住民税につきまして、特定の働き方だけでなく様々な形で働く人を応援する働き方改革

を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除、公的年金等控除を１０万円引き

下げると共に基礎控除を同額引き上げる改正、合計所得金額が２,５００万円を超す所

得割の納税義務者について基礎控除が喪失し、調整控除を適用しないこととする改正。

給与所得控除額が上限となる給与収入を１,０００万円超から８５０万円超へ引き下げ、

公的年金等につきましては公的年金等収入１,０００万円超の場合、控除額に上限を定

める改正。固定資産税につきまして生産性控除特別措置法の規定により町が主体的に作

成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資につきまして、固定資産税を２

分の１から０まで軽減することを可能とする３年間の時限的な特例措置を創設及び土地

の負担調整措置につきまして現業の仕組みを３年延長する改正。たばこ税につきまして、

たばこ税の税率を国と地方合わせて１本当たり１円ずつ計３円を３段階で引き上げる改

正及び加熱式たばこの課税方式を５年間かけて段階的に移行する見直しなどとなってお

ります。専決処分書の１ページをお開きください。第１条中第２０条は延滞金の計算を

行うときの年当たりの割合の基礎となる日数を規定するもので、法人町民税に係る改正

によるものでございます。第２３条は個人町民税の納税義務者等について、電子申告義

務化に係る除外規定の条文の追加でございます。第２４条は第１項で障害者、未成年者

等に対する個人町民税の非課税となる合計所得金額の要件を１３５万円以下に引き上げ

る改正、第２項で均等割非課税限度額の引き上げに伴う改正及び控除対象配偶者の定義

を変更するものでございます。第３１条は字句の修正でございます。第３４条の２及び

第３４条の６は前年の合計所得金額が２,５００万円を超える所得割の納税義務者につ

いて基礎控除額が消失し、調整控除額を適用しないこととする所得要件を創設するもの

でございます。第３６条の２は年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件を見直すも

のでございます。第４７条の３は特別徴収義務者に係る規定を改めるものでございます。

第４７条の５は年金所得に係る仮特別徴収税額等について読替規定の追加をするもので

ございます。１ページ下段の第４８条は、法人町民税の申告納付に係る規定を定めるも



の及び資本金１億円を超える法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務に

ついて新たに規定するものでございます。２ページ下段の第５２条は、法人町民税の納

期限延長に係る延滞金の計算期間について改正するものでございます。３ページ下段の

第５３条の７は、特別徴収税額の納入申告書について様式を規定するものでございます。

第５４条は固定資産税の納入義務者等に係る規定を改正するものでございます。第９２

条は製造たばこの区分を創設するものでございます。第９２条の２は、第９２条の創設

による条ずれでございます。４ページの第９３条の２は、加熱式たばこについて製造た

ばことみなすこととする規定を創設するものでございます。４ページ中段から６ページ

にかけての第９４条はたばこ税の課税標準について、製造たばこの区分を改めるもの及

び加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について改正するものでございま

す。６ページ上段の第９５条は、たばこ税の税率を１,０００本につき５,６９２円に引

き上げるものでございます。第９６条はたばこ税の課税免除について、第９２条の創設

による条ずれに伴い改正するものでございます。第９８条はたばこ税の申告納付の手続

について文言を改めるものでございます。６ページ中段の附則第３条の２及び附則第４

条は法人町民税に係る改正により条文を整理するものでございます。附則第５条は、個

人町民税の所得割の非課税の範囲等について非課税限度額を引き上げる改正でございま

す。６ページから７ページにかけての附則第１０条の２は、第１項汚水又は廃液処理施

設及び第４項雨水貯留浸透施設に係る施設について、特例の割合を定める改正でござい

ます。第７項、第９項及び第１０項は津波避難施設等に係る施設について対象施設等を

追加するもの及び特例の割合を定めるものでございます。第１４項から第１８項は再生

可能エネルギー発電設備に係る設備について出力規模の細分化により追加するもので、

それぞれ特例の割合を定めるものでございます。第２６項の生産性向上に向けた償却資

産の特例は、認定先端設備等導入計画に基づき行われました中小企業の一定の設備投資

について固定資産税を軽減することを可能とする３年間の時限的な特別措置の創設でご

ざいます。なお、生産性向上特別措置法の施行の日より施行することとしております。

その他の項につきましては、項の削除及び追加による項ずれの改正でございます。７ペ

ージ中段から８ページにかけての附則第１０条の３は、改修実演芸術公演施設に対する

固定資産税の減額の規定の適用を受けようとするものがすべき申告について新たに規定

するもの及び条文を整理するものでございます。附則第１１条、第１１条の２、第１２

条、第１３条及び第１５条の改正は、土地の負担調整措置について平成３０年度から平

成３２年度までの３年間、現行の仕組みを継続する改正でございます。９ページ上段の

附則第１６条の２は、軽自動車税の賦課徴収の特例についての見出しの整備でございま

す。附則第１７条の２は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る個人町民税の課税の特例について改正するものでございます。第２条から

第４条中、第９４条第３項の改正は加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法

について規定を定めるものでございます。附則第１０条の２は、固定資産税のわがまち



特例についての条文の整備でございます。第９５条はたばこ税の税率を平成３２年１０

月１日から１,０００本につき６,１２２円に、平成３３年１０月１日から１,０００本

につき６,５５２円に改めるものでございます。第５条は第９３条の２及び第９４条第

３項におきまして、加熱式たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法の経過措置終了

に伴い条文を整理するものでございます。第６条は長与町税条例等の一部を改正する条

例、平成２７年条例第１８号の一部改正でございます。紙巻たばこ３級品に係る税率の

経過措置について、平成３１年３月３１日までの期間を平成３１年９月３０日まで延長

するもの及び手持品課税について１,０００本につき１,６９２円に改正するものでござ

います。１０ページ上段の附則でございますが、第１条では本条例は平成３０年４月１

日から施行することとしております。ただし、次の各号に掲げる規定につきましては当

該各号に定める日から施行することとしております。第２条は町民税に関する経過措置、

第３条及び第４条は固定資産税に関する経過措置、第５条、第８条及び第１０条は町た

ばこ税に関する経過措置、第７条は手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置につ

いて、それぞれ規定をしております。第６条、第９条及び第１１条は紙巻たばこの税率

の引き上げに係る手持品課税の実施時期等について規定をしております。 

続きまして議案第３８号でございます。１ページをお開きください。第１条中、附則

第６項は改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告につきまして新たに規定するものでございます。附則第７項から第１

２項は、宅地等に係る都市計画税の負担調整措置の３年間の特例延長に伴う改正でござ

います。附則第１３項から第１６項は項ずれに伴う改正でございます。２ページ中段の

第２条は、わがまち特例の改正に伴う条文の整理でございます。２ページ下段の附則で

ございますが、第１条では、本条例は平成３０年４月１日から施行することとしており

ます。ただし、次の各号に掲げる規定につきましては、当該各号に定める日から施行す

ることとしております。第１項において施行期日を規定しております。第２項につきま

しては経過措置を規定しております。 

次に議案第３９号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

を求めることにつきまして、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成３０年３月

３１日に公布され４月１日に施行されたことに伴い、地方自治法第１７９条第１項の規

定により平成３０年３月３１日に専決処分させていただきましたので、その承認を求め

るものでございます。改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を

４万円引き上げるもの及び低所得世帯に対する支援として実施している保険税軽減措置

について軽減世帯の所得基準額を引き上げるものでございます。第２条第２項は基礎課

税額に関する規定でございますが、課税限度額を５４万円から５８万円に改めるもので

ございます。第２１条は第２条と同様、課税限度額の改正に係るものでございます。第

２１条第２号は５割軽減に関する規定でございますが、軽減対象となる世帯の軽減判定

所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を２７万円から２７万５,０００円に



引き上げるものでございます。次に、同条第３号は２割軽減に関する規定でございます

が、軽減対象となる世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずるべ

き金額を４９万円から５０万円に引き上げるものでございます。この改正により低所得

世帯に対する保険税軽減の対象世帯が拡大されることとなります。第２２条の２は特例

対象被保険者に係る申告の規定でございますが、マイナンバー連携により情報が把握で

きれば雇用保険受給資格証明書の提示が不要になることによる改正でございます。最後

に附則でございますが、第１項におきまして施行期日を、第２項におきまして適用区分

を規定しております。以上が議案の内容でございます。御承認の程よろしくお願い申し

上げます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

次に日程第１６、議案第４０号長与町いじめ問題対策連絡協議会等条例。日程第１７、

議案第４１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例。日程第１８、議案第４２号長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例。日程第１９、議案第４３号長与町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。日程

第２０、議案第４４号長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例。日程第２１、議案第４５号長与町水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例。日程第２２、議案第４６号平成３０年度長与町一

般会計補正予算（第１号）を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としてます議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第４０号から第４６号につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。はじめに議案第４０号長与町いじめ問題対策連絡協

議会等条例につきまして。本議案はいじめ防止対策推進法の規定に基づき児童等の尊厳

を保持するため、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために必

要な組織として、長与町いじめ問題対策連絡協議会、長与町いじめ等学校問題サポート

チーム、長与町いじめ問題調査委員会の設置につきまして、新たに条例を定めるもので

ございます。第１章の第１条は総則として本条例の趣旨を定めております。第２章の第

２条から第９条までは、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るための組

織であるいじめ問題対策連絡協議会の設置、所掌事項、組織に関する事項、会議等につ

いて定めております。第３章の第１０条から第１５条までは、いじめ防止等の対策を迅

速かつ実効的に行うため、また、いじめ等による重大事態が発生したと疑われる場合に

調査を行うために、教育委員会が必要に応じて諮問するためのいじめ等学校問題サポー

トチームの設置、所掌事務、組織に関する事項、会議等について定めております。第４

章の第１６条から第１９条までは、いじめ等による重大事態に関して、学校又は教育委



員会が行った調査の結果の報告を受けた町長が重大事態への対処又は同種の事態の発生

防止のために必要があると認めるときに、公平性透明性を確保して再調査を行うための

いじめ問題調査委員会に関して、設置、所掌事務、組織に関する事項等について定めて

おります。第５章の第２０条では委任について定めております。附則では、施行日を平

成３０年７月１日からとしておるところであります。 

次に議案第４１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、本議案は長与町いじめ問題対策連絡協議会等条例の上

程に伴い、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償について新たに追加するも

のでございます。改正の内容は、別表の町長の部に長与町いじめ問題調査委員会の報酬

額を新たに加え、同じく別表の教育委員会の部に長与町いじめ問題対策連絡協議会及び

長与町いじめ等学校問題サポートチームの報酬額を新たに加えるものです。附則といた

しまして、本条例は平成３０年７月１日から施行することとしております。 

続きまして議案第４２号長与町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例につきまして。本議案は家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う所要の改正を行うものでございます。

第６条第２項及び第３項につきましては代替保育の提供及び確保について新たに定める

ものでございます。また、第１６条第２項につきましては食事の提供に関しまして搬入

施設の対象者を拡大するもので、附則第２条第２項につきましては同じく食事の提供に

関しまして、経過措置期間を５年から１０年に延長するとともに体制確保の努力義務を

課すものでございます。附則では施行日を公布の日からとしておるところであります。 

次に議案第４３号長与町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例につきまして。本議案は放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、所要の改正を行うものでござ

います。第１０条第３項第４号は資格を有する者の対象を明確化するもので、第１０号

は放課後児童支援員の資格要件の拡大を行うものでございます。附則では施行日を公布

の日からとしております。 

次に議案第４４号長与町指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例につきまして、この条例は介護保険法施行規則等の一部

を改正する等の省令が平成３０年３月２２日公布、平成３０年４月１日より施行された

ことに伴い、所要の改正を行うものでございます。改正の内容といたしましては、第３

条の指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の

資格につきまして、看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請に限り、病床を有す

る診療所を開設している者を新たに追加しました。また、町独自の条文としまして平成

２４年に制定された長与町暴力団排除条例を遵守し、ただし書きを新たに加えておりま

す。なお附則において本条例の施行期日を公布の日からとしておるところであります。 

次に議案第４５号長与町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につき



まして。地方自治法第９６条第１項第１３号法律上その義務に属する損害賠償額に基づ

く議会の議決を要する事件につきましては、地方公営企業法第４０条第２項によりまし

て、条例で定めるものを除き適用除外とされております。本町におきましては長与町水

道事業の設置等に関する条例におきまして、議会の議決を要する事項について規定をし

ておりますが、本町及び他自治体を含めた近年の賠償実績等に鑑み、額の変更をお願い

するものでございます。 

次に議案第４６号平成３０年度長与町一般会計補正予算（第１号）につきまして。予

算書の１ページをお願いいたします。今回の補正は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

６,４７２万４,０００円を追加いたしまして、補正後の総額を１２３億１,９２６万７,

０００円とするものでございます。 

補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明

を申し上げます。歳入の１３款国庫支出金では、地方創生推進交付金及び公園施設長寿

命化計画策定事業費補助金を計上いたしております。１４款県支出金では農村地域防災

減災事業補助金及びＩＣＴ活用拠点校事業研究委託金を計上、１７款繰入金では財源調

整のための財政調整基金の繰入金を計上いたしております。 

続いて３ページの歳出の主なものを御説明いたします。２款総務費では、いじめ問題

調査委員会委員の報酬及び費用弁償を計上。６款農林水産業費では、農村地域防災減災

事業設計業務委託料を計上いたしております。８款土木費では、公園施設長寿命化計画

策定業務委託料及び中尾城公園の公園用地購入費を計上。１０款教育費では、いじめ問

題対策連絡協議会委員及びいじめ等学校問題サポートチーム委員の報酬と費用弁償を計

上。また、小中学校費におきましては、学校用パソコンにおけるリースから購入へのト

ータルコスト縮減に向けた調達方法変更に伴う経費を計上いたしております。以上が補

正予算第１号の主な内容でございます。議案のあとに平成３０年度長与町一般会計補正

予算（第１号）に関する説明書を添付いたしておりますので御参照ください。 

以上が提案内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（内村博法議員） 

これにて本日の日程は終了いたします。本日はこれで散会いたします。 

お疲れ様でした。 

（散会 １０時２３分） 


